
多核種除去設備等処理水の取扱
いに関する検討状況について

令和元年9月30日
廃炉・汚染水対策チーム 事務局

資料３



目次

1. 汚染水の発生、浄化処理、タンク貯蔵の状況

2. ALPS処理水のタンク貯蔵の状況

3. トリチウム水タスクフォース及びALPS小委員会について

4. ALPS処理水の取扱いに係る説明・公聴会について

5. ALPS処理水の検討状況について

6. 今後の予定



１．汚染水の発生、浄化処理、タンク貯蔵の状況

大型休憩所からのタンクエリア俯瞰

海
側
遮
水
壁

◇ 原子炉内では、燃料デブリに水をかけて冷却を継続しており、一定量の水が汚染水として建屋の中に滞留する。
◇ この汚染水が建屋外に流出しないように、建屋外の地下水位を建屋内の汚染水の水位より高くなるように管理し、環
境中への漏えいを防止。結果として、地下水等が建屋に流入し汚染水と混ざり合うことで建屋内の汚染水の量は
増加（汚染水量の増加の抑制には燃料デブリの取り出しが必要）。

◇ 継続的に発生する汚染水は、ALPS等の浄化設備を用いて浄化処理し、可能な限り放射性物質を除去。
◇ 取り除くことのできないトリチウムを含んだ多核種除去設備等処理水（ALPS処理水）の取扱いが課題。

科学的な安全性を確認するだけでなく、社会的影響も含めた処分方法等の検討が必要

当面、ALPS処理水の敷地内での保管を継続
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ALPS処理水



◇ 汚染水の増加量は、 1日あたり約540m3(2014年5月) であったが、サブドレンによる汲み上げや凍土壁の効果な
どによって、約170m3（２０１８年度平均）まで低減してきた。しかしながら、これまでに保管してきた処理済み水
等(※)は110万m3を超え、ペースは低下しつつあるものの、今後も増え続けていく見込み。

※処理済み水等とは、ALPS処理水とSr処理水を指す

構内のALPS処理水の現状
(令和元年9月18日時点)

タンク貯蔵量 約116万ｍ３

タンク建設計画 約137万ｍ３(2020年末)

ALPS処理水増加量 約5～8万ｍ３/年

ALPS処理水の
トリチウム濃度

約100万Bq/L
（約0.02μg/L）

タンク内の
トリチウム量

約1000兆Bq
（約20g）

図 福島第一原発の構内図

２．ALPS処理水のタンク貯蔵の状況
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◇多核種除去設備等で浄化処理した水の取扱いの決定に向けて、汚染水処理対策委員会「トリチウム水タスク
フォース（2013年12月～2016年6月）」において技術的に評価済（詳細は下表）。

※トリチウム水タスクフォースでは、地層注入、地下埋設（コンクリート固化）、海洋放出、大気放出
（水蒸気）、大気放出（水素）の５つの選択肢を評価。

◇風評被害などの社会的な影響も含めた総合的な検討を行うため、2016年9月の汚染水処理対策委員会にて、
「多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会（委員長：山本 一良 名古屋学芸大学副学
長）」を設置し、結論ありきではなく、丁寧に議論中。

◇小委員会はこれまでに14回開催。
◇処分方法や処分した際の懸念等について、広く国民からお伺いするため、2018年8月30日(富岡町)、31日(郡
山市、東京)に説明・公聴会を開催。あわせて、書面での意見募集も実施。

３．トリチウム水タスクフォース及びALPS小委員会について

表 トリチウム水タスクフォースの評価結果について
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① 地層注入の例 ② 海洋放出の例 ③ 水蒸気放出の例 ⑤ 地下埋設の例④ 水素放出の例処分方法

イメージ図

技術的
成立性

・適切な地層を見つけ出すこと
ができない場合には処分開
始できない。

・適切なモニタリング手法が確
立されていない。

・原子力施設におけるトリチウ
ムを含む放射性液体廃棄物
の海洋放出の事例あり。

・ボイラーで蒸発させる方式は
TMI-2(※)の事例あり。

※処分水量：8,700m3

処分期間：2年8か月

・実処理水を対象とした場合、
前処理やスケール拡大等に
ついて、技術開発が必要な
可能性あり。

・コンクリトピット処分、遮断型
処分場の実績あり。

規制
成立性

・処分濃度によっては、新たな
規制・基準の策定が必要

・現状で規制・基準あり ・現状で規制・基準あり ・現状で規制・基準あり
・新たな基準の策定が必要な
可能性あり。



• 多核種除去設備等処理水（ALPS処理水）について、処分方法を限定せず、処分方法や処分
した際の懸念について、県民・国民のご意見をお伺いする場として、富岡町、郡山市、東京の３
会場で説明・公聴会を開催。

• 具体的には、ALPS処理水の安全性についての懸念、風評被害が懸念されるため海洋放出に反
対、など、処理水の処分に関して、以下のような観点で、様々なご意見をいただいた。

• こうした国民の皆様のご懸念にどのように応えていくのかなど、小委員会にて議論を実施中。結
論ありき、スケジュールありきではなく、必要な議論を尽くすとともに、小委員会の検討状況について
は、丁寧な情報発信を行う。

４．ALPS処理水の取扱いに係る説明・公聴会について
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＜説明・公聴会でいただいた論点＞
i. トリチウム以外の核種の取扱いについて（2018年10月1日に議論）

ii. トリチウムの生物影響について（2018年11月30日に議論）

iii. 貯蔵継続について（2019年8月9日、 9月27日に議論）

iv. 処分方法について（2019年8月9日、 9月27日に議論）

v. モニタリング等の在り方について（2018年11月30日、12月28日に議論）

vi. 風評被害対策について（2018年12月28日、2019年9月27日に議論）

vii. 合意形成の在り方について（2019年9月27日に議論）
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敷地境界線量（評価値）の推移

◇これまでのALPSでの処理は、排水基準を満たすことを目指すのではなく、貯蔵する際の基準※を維持す
ることを目的として運用。 （※）敷地境界1mSv/年未満

◇ その中で、処理水の濃度は、処理前の水質やALPSの運用(吸着剤の交換頻度等)により幅があるが、
特に、 運用初期の頃は、ALPSの性能向上前であったため、濃度は高い。

◇ 環境中に処分する場合には、希釈後に環境中へ放出する段階で放出する際の基準を満たすことが必
要だが、社会的影響を勘案して、希釈前の段階で、二次処理を行いトリチウム以外について放出す
る際の基準を満たす方針。

５．ALPS小委員会の検討状況（ⅰ．トリチウム以外の核種の取扱いについて）

5
処理水のタンクでの保管状況

設備運用開始初期の処理水等
フィルタの不具合等により処理できなかったものなど

※東京電力HP 処理水ポータルサイトより抜粋

８２％
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◇トリチウムは、水素の仲間で、弱い放射線を出す物質。自然界にも存在し、大気中の水蒸
気、雨水、海水、水道水にも含まれている。

◇トリチウム水は水と同じ性質を持つため、人や特定の生物への濃縮は確認されていない。

５．ALPS小委員会の検討状況（ⅱ．トリチウムとは？トリチウムの生物影響は？）

＜参考＞原子力発電所からの排出について
〇事故前に国内の原子力発電所から1年間に海に放出されたものの総量(事故前5年平均)は、国内の1年間の降水
に含まれるトリチウムの総量の1.7倍程度。

〇全国の原子力発電所からは運転基準に基づく基準内のトリチウムを含む水が40年以上にわたって排出されている
が、近郊の海水の濃度は世界的な飲料水の基準を大幅に下回っており、また、健康への影響は確認されていない。
※海外の原子力発電所からも、基準内のトリチウムを含む水が排出されている。 6

【トリチウムの生物影響】

 トリチウムは弱いベータ線だけを出すので、影響が出る被ばく形態は内部被ばく。

 健康への影響もセシウム137の約700分の1程度。

 放射線はDNAに損傷を与えるが、細胞にはDNA損傷を修復する仕組みが備わっている。DNAには
普段から様々な原因で損傷が入っていて、その大半は速やかに修復されている。

 これまでの動物実験や疫学研究から、「トリチウムが他の放射線や核種と比べて特別に生体影響が
大きい」という事実は認められていない。
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【福島の復興と廃炉作業】
 東京電力福島第一原発の廃炉とは、原子炉建屋から使用済燃料や溶けて固まった燃料(燃料デブリ)
を取り出すことなどにより、放射性物質によるリスクから人と環境を守るための継続的なリスク低減活動で
ある。

 福島復興の貫徹と廃炉作業、汚染水処理は対立概念ではなく、廃炉は福島復興の前提条件。一方
で、廃炉を急ぐために、復興をないがしろにすることがあってはならない。

 いずれの処分方法も、生活圏への科学的な影響を生じないことを前提として検討されていることを踏まえ
れば、廃止措置が終了する際には、処理水についても、廃止措置の一環として何らかの処分を終えてい
ることが必要。

➡ ・復興を進めながら廃炉を進捗させていくためには、風評への影響をどう捉えるかが大きな論点。
・今後、時間軸も含めて処理水の取扱いについて議論を深める。

使用済燃料プールか
らの燃料取り出し

燃料デブリの
取り出し

原子炉施設
の解体等

がれき撤去

原子炉格納容器内の状況把握/燃料
デブリ取り出し工法の検討 等

シナリオ・技術の検討

燃料取り出し設備の設置

燃料デブリの取り出し

設備の設計・製作

燃料取り出し 保管/搬出

保管/搬出

解体 等

現在の進捗
1,2号機 3号機 4号機

1～3号機

汚染水対策
汚染水の浄化処理
汚染水発生量の抑制

処理水のタンクへの保管

処理水の処理完了
タンク解体

3つの基本方針
①近づけない
②漏らさない
③取り除く

５．ALPS小委員会の検討状況（ⅲ．貯蔵継続について）
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海洋への汚染水の影響に対する政府認識

５．ALPS小委員会の検討状況（ⅲ．貯蔵継続について）
 タンクの設置エリアは発電所敷地の南半分の多くを占めており、現時点では、約137万m3(2020年末)までのタンク
の建設計画が策定されている。現状のタンク計画では、2022年夏ごろにタンクが満杯になる見込み。他方、北側は廃
棄物貯蔵施設等の建設が予定されているなど、タンクを建設するために適した用地は、限界を迎えつつある。

 今後、廃炉作業を進める上で、処理水を貯蔵するタンクを含め、様々な施設が必要と考えられるが、敷地の制約があ
ることから、敷地全体の利用について、タンクの増設も含めた敷地の有効活用を徹底的に進めるべき。
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【廃炉作業に必要と考えられる施設】
➀ ALPS処理水を貯留するためのタンク

➁-1使用済燃料や燃料デブリの一時保管施設
– 乾式キャスク一時保管施設：約21,000m2

• 1～6号機使用済燃料プール用：約5,000m2

• 共用プール用：約16,000m2

– 燃料デブリ一時保管施設：最大約60,000m2

図 福島第一原発の構内図

N

➁-2今後、具体化を検討する施設
– さまざまな試料の分析用施設
– 燃料デブリ取り出し資機材保管施設
– 燃料デブリ取り出しモックアップ施設
– 燃料デブリ取り出し訓練施設
– 燃料デブリ・放射性廃棄物関連の研究施設
– 廃棄物リサイクル施設
– 廃棄物一時保管エリア
– 事故対応設備保管施設 等

約60,000m2

約16,000m2

約5,000m2



処分の開始

【農林水産品】
買い控えの発生

【卸・小売業】
流通量の減少/
販売価格の低下

生産量の抑制/
生産意欲の低下

復興意欲の低下

【農林水産品】
輸入禁止
措置の拡大/
不買行動の拡大

販売不振
への不安

取引量減少
への不安

＜生産段階＞＜流通段階＞＜消費段階＞

【国内】

【国外】

情報不足

生産者の安全
に対する不安

情報伝搬の偏り
（マスメディア、
SNS 等）

１F近傍の
農林水産品へ

の不安

【観光業】
キャンセルの発生

１F近傍の
環境への不安

【住民】
避難継続/一時避難

→買い控えの固定化

→産業の衰退

→流通の途絶/
銘柄のアウトレット化

【観光業】
キャンセルの発生

→観光地としての
魅力低下

→近隣人口の減少

処分の決定

５．ALPS小委員会の検討状況（vⅰ．風評被害対策について）

◇ 処分に伴う様々な不安が風評被害を誘発する可能性がある。
◇ 風評被害の発生メカニズムを分析し、それぞれの階層ごとに適切な対策の検討が必要。
◇ 前提として、津波被害や東京電力福島第一原発事故の影響が残されていることにも留意が必要。
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＜ステークホルダーの関与の方向性案＞
 「基本的な方針の決定」は政府の責任。
 政府の意思決定に当たっては、有識者の議論の場である本小委員会の提言に加えて、地元を始めと
した幅広い「直接の関係者」との調整も踏まえ、透明性のあるプロセスで決定を行うべき。

 このように、方針の決定に当たって国民理解の醸成を意識しつつ進める必要があるが、方針の決定後
も、国民理解の醸成に向けて丁寧な情報発信や双方向のコミュニケーションに長期的に取り組むべき。

 具体的には、
 直接の関係者（地元中心に、現実的に利害が発生しうる方々）から方針決定前に御意見をお伺いするとと
もに、方針決定の前後に丁寧な説明を実施。

 情報不足等により不安を覚えうる方々（広く国民全般）へ、国の責任者等からの情報を発信し、お届けする
ことが必要。また、国内のみならず国外への丁寧な情報発信が必要。

＜参考＞第4回IAEAレビューミッション 最終報告書 抜粋 (2018年11月実施、2019年1月報告書公表)
「IAEA調査団は，必要に応じてさらに処理した後のトリチウムおよびその他の放射性核種を含む貯蔵中のALPS処理水の処分方法
を喫緊に決定すべきであり，廃炉活動の持続可能性と，その他のリスク低減対策の安全で効果的な実施を確実にするためにも，全
ての関係者の関与を得ながら実施されるべきであると考える。」

 IAEA調査団より、「廃炉活動の持続可能性と、その他のリスク低減対策の安全で効果的な実
施を確実にするためにも、全ての関係者の関与を得ながら実施されるべき」と助言

 ステークホルダーの関与の方向性について、直接の関係者、情報不足により不安を覚えうる方々
の双方について検討。

５．ALPS小委員会の検討状況(ⅶ．合意形成の在り方について)
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海洋への汚染水の影響に対する政府認識

６．今後の予定

小委員会の役割は風評被害などの社会的な観点も含めた総合的な検討及び政府への提言のとりまとめ。
説明・公聴会でいただいた論点や、これまで委員から出た意見を整理し、引き続き必要な議論を行う。
小委員会での提言のとりまとめ後に、地元をはじめとした幅広い関係者の理解・調整も踏まえて、政府
としての方針を決定する予定。
なお、小委員会の検討状況については、引き続き国内外への丁寧な情報発信を行う。
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多核種除去設備等
処理水の取扱いに関する

小委員会
政府

提言

地元をはじめとした
幅広い関係者

検討依頼
関係者の理解・調整専門的な見地からの検討

東京電力

具体的な取扱いの決定

検討状況を丁寧に説明

認可

申請

取扱いの方法
原子力規制委員会

１ ２

３

基本的な方針の決定



 エネ庁は、ALPS処理水の性状やトリチウムの性質等について、シリーズで解説記事の配信を実施中。
（シリーズ名：『安全・安心を第一に取り組む、福島の“汚染水”対策』）

 ALPS処理水の濃度等の情報について、東京電力は、2018年12月上旬に、「ALPS処理水のポータ
ルサイト」を新設。処理水の性状、量等を掲載し四半期に1回更新予定。

↑
処理水ポータルサイト（東電HP）

← エネ庁スペシャルコンテンツ（エネ庁HP）

＜参考＞ALPS処理水等に関する情報発信について
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IAEA総会における情報発信

＜政府代表演説＞

 9月16日からオーストリア・ウィーンにおいて開催された第63回IAEA総会において、加盟
国からの参加者に対し、福島関連の情報発信を行った。

＜日本政府主催レセプション＞
 9月16日、竹本内閣府科学技術担当大臣より、東電福島
第一原発の廃炉に向けた日本の取り組み及びIAEAとの協
力の現状について紹介した。

 処理水についても、これまで日本は国際社会に対して透明性
をもって説明しており、全ての国が公正かつ理性的な議論を
行うよう求めた。

 日本産食品の輸入規制について、未だ科学的根拠に基づ
かず規制を維持す
る国・地域があり、
被災地の復興の努
力に水を差している
点を指摘し、科学
的根拠に基づく早
期の規制撤廃を
呼びかけた。

 福島産の日本酒を提供す
るとともに、福島復興に係
る動画を上映した。

日本政府代表演説を行う竹本大臣

竹本大臣による乾杯

福島復興に係る動画上映 13



IAEA総会における情報発信（続き）
＜福島第一原発廃炉及び食の安全に係るサイドイベント＞

＜日本展示ブース＞

 東京電力より福島第一原発廃炉の現状を、IAEAより
昨年11月に行った福島第一原発廃炉レビューミッション
の概要を説明し、経産省から処理水の扱いや福島復興
の現状について説明した。

 農水省より食品への影響について説明し、OECD/NEA
より本年3月に開催した廃炉・復興及び食の安全に係る
シンポジウムの概要を説明した。

 日本展示ブース開会セレモニーにて福島
産の日本酒を提供するとともに、福島第
一原発廃炉に係る動画を上映した。

参加者 約150名 福島第一原発廃炉の動画上映日本展示ブース全景

経産省からの説明
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